
懲戒処分等の標準処分例の新旧対照表 

改正前 改正後 

第２ 標準処分例 第２ 標準処分例 

１ ［略］ １ ［略］ 

 ２ 児童生徒に対する非違行為  ２ 児童生徒に対する非違行為 

  (１) ［略］   (１) ［略］ 

  (２) 体罰   (２) 体罰 

   ア 体罰により、児童生徒を死亡させ、又は後遺症が残る傷害を負わ

せた職員 免職又は停職 

   ア 体罰により、児童生徒を死亡させ、又は後遺症が残る傷害を負わ

せた職員 免職 

   イ アに掲げるもののほか、体罰により、児童生徒に傷害を負わせた

職員 停職、減給又は戒告 

   イ アに掲げるもののほか、体罰により、児童生徒に傷害を負わせた

職員 免職、停職又は減給 

   ウ ア又はイ以外の場合であって、体罰を常習的に行っていた職員又

は体罰の様態が特に悪質であった職員 停職、減給又は戒告 

   ウ ア又はイ以外の場合であって、体罰を常習的に行っていた職員又

は体罰の様態が特に悪質であった職員 免職、停職又は減給 

   エ アからウまで以外の体罰をした職員 戒告又は訓告    エ アからウまで以外の体罰をした職員 減給又は戒告 

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


